
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中
３
の
⒄
を
３
の
⒅
と
し
、
同
項
３
の
⒃
中

「第

17条第
２
項

」
を
「第

18条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
中
３
の
⒃
を
３
の
⒄
と
し
、
同
項
３
の
⒂

中
「第

17条第
２
項

」
を
「第

18条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
中
３
の
⒂
を
３
の
⒃
と
し
、
３
の
⑽
か

ら
⒁
ま
で
を
３
の
⑾
か
ら
⒂
ま
で
と
し
、
同
項
中
３
の
⑼
を
削
り
、
同
項
３
の
⑻
中
「第

17条第
１
項

」

を
「第

18条第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
中
３
の
⑻
を
３
の
⑽
と
し
、
３
の
⑴
か
ら
⑺
ま
で
を
３
の
⑶
か

ら
⑼
ま
で
と
し
、
３
の
⑶
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
第
３
条
の
２
第

１
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
毒
物
研
究

者
の
許
可

○

⑵
第
３
条
の
２
第

３
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
毒
物
使
用

者
の
指
定

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中
４
の
⑴
か
ら
⑻
ま
で
を
削
り
、
同
項
中
４

の
⑼
を
４
の
⑴
と
し
、
４
の
⑽
か
ら
⒁
ま
で
を
４
の
⑵
か
ら
⑹
ま
で
と
し
、
同
項
６
中
「覚

せ
い
剤
取

締
法

」
を
「覚

醒
剤
取
締
法

」
に
改
め
、
同
項
６
の
⑴
及
び
⑵
中
「覚

せ
い
剤
施
用
機
関

」
を
「覚

醒
剤
施
用
機
関

」
に
、
「覚

せ
い
剤
研
究
者

」
を
「覚

醒
剤
研
究
者

」
に
改
め
、
同
項
中
６
の
⑼
を
６
の

⑾
と
し
、
６
の
⑻
を
６
の
⑽
と
し
、
６
の
⑺
を
６
の
⑼
と
し
、
同
項
６
の
⑹
中
「覚

せ
い
剤
原
料
輸
入

業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料
輸
入
業
者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料
輸
出
業

者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
原
料
製
造
業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料
製
造
業
者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
製
造
業
者

」

を
「覚

醒
剤
製
造
業
者

」
に
改
め
、
同
項
中
６
の
⑹
を
６
の
⑻
と
し
、
同
項
６
の
⑸
中
「覚

せ
い
剤
原

料
輸
入
業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料
輸
入
業
者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料

輸
出
業
者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
原
料
製
造
業
者

」
を
「覚

醒
剤
原
料
製
造
業
者

」
に
、
「覚

せ
い
剤
製

造
業
者

」
を
「覚

醒
剤
製
造
業
者

」
に
改
め
、
同
項
中
６
の
⑸
を
６
の
⑺
と
し
、
６
の
⑷
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

⑸
第

30条の

14第
２
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

⑹
第

30条の

14第
３
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項

の
⑶
中
「第

７
条
第
３
項

」
を
「第

７
条

11

第
４
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⑻
中
「第

12条第
２
項

」
を
「第

12条第
４
項

」
に
改
め
、
同
項

の

11

11

⑼
中
「第

13条第
３
項

」
を
「第

13条第
４
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⑿
中
「第

28条第
３
項

」
を
「第

11

28条第
４
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⒀
中
「第

35条第
３
項

」
を
「第

35条第
４
項

」
に
改
め
、
同
項

11

の
⒃
中
「第

39条第
４
項

」
を
「第

39条第
６
項

」
に
改
め
、
同
項

の

中
「第

40条の
５
第
４

11

11

(21)

項

」
を
「第

40条の
５
第
６
項

」
に
改
め
、
同
項
中

の

を

の

と
し
、

の

を

の

と
し
、

11

(34)

11

(36)

11

(33)

11

(35)

の

を

の

と
し
、
同
項

の

中
「
（薬

局
開
設
者

医
薬
品
販
売
業
者

高
度
管
理
医
療
機

11

(32)

11

(34)

11

(31)

、
、

器
等
又
は
管
理
医
療
機
器

（特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く

）の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
及
び

。
再
生
医
療
等
製
品
販
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

）
」
を
削
り
、
同
項
中

の

を

の

と
し
、

。

11

(31)

11

(33)

の

を

の

と
し
、

の

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

(30)

11

(32)

11

(32)

(31)第

72条の
２
の

２
の
規
定
に
よ
る

命
令

（薬
局
開
設

者
医
薬
品
販
売

、
業
者

高
度
管
理

、
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医
療
機
器
等
又
は

管
理
医
療
機
器

（特
定
保
守
管
理
医
療

機
器
を
除
く

）

。
の
販
売
業
者
又
は

貸
与
業
者
及
び
再

生
医
療
等
製
品
販

売
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る

(33)に
。

お
い
て
同
じ

）

○

。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中

の

を

の

と
し
、

の

を

の

11

(29)

11

(30)

11

(28)

11

と
し
、
同
項

の

中
「第

70条第
２
項

」
を
「第

70条第
３
項

」
に
改
め
、
同
項
中

の

を

(29)

11

(27)

11

(27)

11

の

と
し
、

の

か
ら

ま
で
を

の

か
ら

ま
で
と
し
、

の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(28)

11

(22)

(26)

11

(23)

(27)

11

(21)

(22)第

40条の
７
で

準
用
す
る
第

10条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
の
受
理

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
中

の
⑽
を

の
⑾
と
し
、
同
項

の
⑼
中

12

12

12

「⑽

」
を
「⑾

」
に
改
め
、
同
項
中

の
⑼
を

の
⑽
と
し
、

の
⑻
を

の
⑼
と
し
、

の
⑺
を

12

12

12

12

12

12

の
⑻
と
し
、
同
項

の
⑹
中
「⑺

」
を
「⑻

」
に
改
め
、
同
項
中

の
⑹
を

の
⑺
と
し
、

の
⑸
を

12

12

12

12

の
⑹
と
し
、
同
項

の
⑷
中
「⑸

」
を
「⑹

」
に
改
め
、
同
項
中

の
⑷
を

の
⑸
と
し
、

の
⑴

12

12

12

12

12

か
ら
⑶
ま
で
を

の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
と
し
、

の
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

12

⑴
第
１
条
の
４
の

規
定
に
よ
る
許
可

証
の
交
付

○

別
表
第
二
の
５
の
表
備
考
１
中
「⑺

」
を
「⑼

」
に
改
め
、
「

⑻

」
を
削
り
、
「⑸

及
び
⑹

」
を

、

「⑼
及
び
⑽

」
に
、
「
(22)

(23)」
を
「
(23)

(24)」
に
改
め
、
「並

び
に
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与

、
、

業

」
を
削
り
、
「及
び

(30)」
を
「
(31)及び

(32)」
に
、
「⑻

か
ら
⑽
ま
で

」
を
「⑼

か
ら
⑾
ま
で

」
に

、

改
め
、
「並
び
に
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
び
貸
与
業

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生

総
室
の
部
薬
務
課
の
項

の
改
正
規
定
及
び
同
表
備
考
１
の
改
正
規
定
（
「
(22)

(23)」
を
「
(23)

(24)」

11

、
、

に
改
め
る
部
分
、
「並

び
に
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与
業

」
を
削
る
部
分
及
び
「及

び

(30)」
を
「、

(31)及び

(32)」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）
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